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81人以上        36単位 

 

≪目標工賃達成加算【新設】≫（「平均工賃月額」に応じた報酬体系） 

10単位／日 

目標工賃達成指導員配置加算の対象となる指定就労継続支援Ｂ型事業所等が

各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作

成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合に加算する。 

 

② 平均工賃月額の算定方法の見直し 

事業所の中には、障害特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる

場合があることを踏まえ、通知を改正し、基本報酬を算定する際の平均工賃

月額の算定方法について、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入する。 

≪基本報酬の算定に用いる平均工賃月額の算定方法の見直し≫  

［現  行］ 

 ① 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。 

  ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出 

  イ 前年度に支払った工賃総額を算出 

  ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ウ)により１人当たり平均工賃

月額を算出 

   ※ ただし、障害基礎年金１級受給者が半数以上いる場合は、算出した平

均工賃月額に２千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。 

 ② 平均工賃月額の算出は、原則、①の方法によるが、平均工賃月額の算出か

ら以下の場合は、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月

に当該利用者に支払った工賃は工賃総額から除外して算出する。 

・ 月の途中において、利用開始又は終了した利用者 

・ 月の途中において、入院又は退院した利用者 

・ 月の途中において、全治１か月以上の怪我やインフルエンザなどの

流行性疾患により連続１週間以上の長期に渡って利用できなくなった

利用者(利用できなくなった月から利用可能となった月まで除外) 

③ また、以下の場合は、事業所の努力によっても利用者の利用日数を増や

すことが困難であるため、工賃支払対象者・工賃総額から除外して算出す

る。 

・ 複数の日中活動に係る障害福祉サービスの利用者 

・ 人工透析など、通年かつ毎週１回以上引き続き通院する必要がある

利用者 
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［見直し後］ 

   前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。 

  ア 前年度における工賃支払総額を算出 

  イ 前年度における開所日１日当たりの平均利用者数を算出 

    前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数 

  ウ 前年度における工賃支払総額（ア）÷前年度における開所日１日当た

りの平均利用者数（イ）÷12月により、１人当たり平均工賃月額を算出 

※ 現行の②・③の算定方法は廃止する。 

 

（４）就労定着支援 

① 就労定着率のみを用いた報酬設定 

基本報酬について、利用者数に応じた報酬体系ではなく、就労定着率のみ

に応じた報酬体系とする。 

→「就労定着支援の基本報酬について」（別紙１）参照 

 

② 定着支援連携促進加算の見直し 

地域の就労支援機関等と連携して行うケース会議の実施を促進する観点か

ら、会議前後にサービス管理責任者と情報を共有することを条件に、サービ

ス管理責任者以外の者が出席する場合でも加算の対象とする。また、地域の

就労支援機関等と連携することにより、地域のノウハウを活用し支援効果を

高めていく取組である加算であることから、加算の名称を地域連携会議実施

加算に変更する。 

≪定着支援連携促進加算の見直し≫  

［現  行］ 

○ 定着支援連携促進加算 579単位／回 

関係機関において障害者の就労支援に従事する者により構成される、

利用者に係る就労定着支援計画に関する会議を開催し、関係機関との連

絡調整を行った場合に、１月につき１回、かつ、１年につき４回を限度と

して、所定単位数を加算する。 

 

［見直し後］ 

○ 地域連携会議実施加算（Ⅰ）579単位／回 

 関係機関において障害者の就労支援に従事する者により構成される、

利用者に係る就労定着支援計画に関する会議を開催し、当該指定就労定


